
どの学校を選択してもよいので
しょうか

中学校は区内の3中学校から選択が可能です（P4参照）。小学校の選択の範囲は、
お住まいの中学校区内の小学校から選択が可能です（P5参照）。

お住まいの通学区域の学校を希望する場合は必ず入学できますが、通学区域
外の学校を希望する場合は、入学を保証するものではありません。受入可能
人数の範囲内で入学することが可能です。

通学区域外の学校を選択する場合、
通学路の安全確保についてはどうなり
ますか。別の通学区域から登校する
場合、一人で行くことになりますか

公共交通機関等を利用して通学
することは可能ですか

通学の安全確保については、通学区域内外を問わず保護者の責任となっています。
特に小学生については選択にあたって通学路を事前に確認するなど、通学の安全
について十分考慮してください。なお、通学路や集団登校について不明な点が
あれば、学校選択する前に学校と相談してください。

徒歩が原則で、公共交通機関の利用は不可です。自転車の利用も不可です。
通学の安全確保は保護者責任となりますので、通学の負担や安全性を十分考慮し
選択してください。なお、徒歩通学が困難な場合は、学校にご相談ください。

通学区域の学校を希望しています
が、希望調査票を必ず提出しない
といけませんか

希望調査票の提出期限を過ぎて
しまったらどうなりますか

対象の方全員に希望調査票の提出をお願いしています。通学区域の学校を希望
している方は、希望調査票の「1 通学区域の学校へ就学を希望する」に○を
つけて提出してください。

希望する学校が抽選になった場合、
抽選会に出席しなければならない
ですか

公開抽選会には必ずしも出席していただく必要はありません。また、公開抽選会
への出席の有無が抽選結果に影響することはありません。

抽選で当選し、就学する学校が決定した後に、当選を辞退し、通学区域の市
立学校に入学することはできません。

第２希望での受入が可能な場合は、第２希望の学校を入学先として決定します
（例：第１希望校の抽選に漏れたが、第２希望校で受入人数に余裕があった場合、
第２希望の学校への就学が決定します）。
第２希望での受入もない場合は、第１希望校の補欠リストに登録され、繰り上
げ当選しなかった場合、通学区域の学校が就学指定校となります。
【注意】第２希望での受入が可能な場合は、第２希望の学校を入学先として決定
し、第１希望校の補欠リストには登録されません。希望校が第１希望の学校の
みの場合は、第２希望の学校は記入しないで空欄のままにしてください。

お住まいの通学区域以外の学校を希望する方のうち、既にきょうだいが学校選択制により
通学している学校を希望する場合は優先となります。ただし、あくまで受入可能人数の範
囲内での優先であり、兄または姉が通学していることを理由に、必ず就学できるものでは
ありません。

きょうだいが学校選択制により通学区域
外の学校を選択した場合、弟・妹も
必ず同じ学校に入学できますか

双子（三つ子・四つ子等を含む）の方が同一の学校に入学を希望する場合は、希望調査時
の申請により 1 組として取扱います（別々の希望をしない限り双子で別の学校に入学する
ことはありません）。

学校選択制で双子の場合はどうなりま
すか

通学区域外の学校にきょうだいが学校選択制により在学し、その弟や妹が同じ学校を希望
する場合（以下「きょうだい優先の方」といいます。）は次のように優先されます。
①通学区域外の学校を選択した方の人数が受入可能人数の範囲内の場合は入学できます。
②通学区域外の学校を選択した方の人数が受入可能人数の範囲を超え、抽選となる場合、
まず「きょうだい優先の方」のみで抽選し順位付けを行い、その後「きょうだい優先の方」
以外の方で抽選を行います。

学校選択で「きょうだい」が優先され
るとはどういうことですか

国立・私立中学校への進学を希望する方も、受験予定に「〇」をし、希望調査票を提出して
ください。提出されない場合は通学区域の学校を選択したものとみなします。

国立・私立に合格し入学が決定した場
合には手続きは必要ですか

国立・私立中学校を受験しますが、希
望調査票の提出は必要ですか

届出が必要です。国立・私立学校から発行される「入学許可証」を区役所窓口サービス課
まで持参してください。

保護者から、お知らせを送付した小学校（校区の小学校）に、欠席の連絡をしてください。
なお、欠席した場合は就学予定校にて健康相談を行います。就学予定校が決まりましたら、
就学予定校にご相談ください。

お知らせが届いたが、その日に行けな
い場合はどうしたらいいですか。

進学に関する相談等については、各学校で行っておりますので、早めに連絡してください。
希望調査票には、「◆学校選択制希望」の「1　通学区域の学校へ就学を希望する」と、「◆
確認事項」の該当項目に○をつけてください。

通学区域の特別支援学級に入学希望の場
合の手続きを教えてください

事前相談については、P38・39 をご覧ください。希望調査票には、「◆学校選択制希望」
の「2　1以外の選択可能な・・・」に○を付け、希望校学校名をご記入のうえ、「◆確認事項」
の該当項目に○をつけてください。学校によっては抽選になることがあります。

通学区域外の学校の特別支援学級に入学
希望の場合の手続きを教えてください

転居により通学区域が変更になる方で、引越し後も希望した学校を選択できる範囲（選択
できる範囲はP4・5参照）に転居される場合は、希望調査票に希望校をご記入のうえ提出
してください。転居により選択できる範囲外に転居される場合は、転居後の住民票を異動
された際に、再度選択できる場合もありますので、区役所窓口サービス課にご相談ください。

入学前に区内で引越しをしますが、学
校選択はどうなりますか

入学後に区内で引越しをしますが、選
択した学校に通学し続けることはでき
ますか

引越し後も選択した学校を選択できる範囲（選択できる範囲は P4・5 参照）に転居した場
合は引き続き通学することができます。選択できない範囲に転居した場合は「指定校変更・
区域外就学」の許可基準に該当すれば認められる場合があります。詳しくは区役所窓口サー
ビス課までお問い合わせください。

転居が決定している方は、転居先の市区町村（就学担当）へご相談のうえ手続きをして
ください。

入学前に区外に転居しますが、学校選
択はどうなりますか

引越し時期や引越し先により異なりますので必ずお問い合わせください。
変更受付期間終了後に引越しした場合
学校選択できるのですか

希望調査票の提出後、希望変更受付期間（11 月 14 日（金）～ 2０日（木））内で変更で
きますが、それ以降は希望校を変更することはできません。

就学通知書が届いた後に通学区域の
学校に変更は可能ですか

不可です。就学通知書により指定校が決定した後は、特段の理由がない場合は、就学通知
書に記載の学校に入学していただきます。
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